
前回（第４回審議会）の質疑応答について 

（１）埋立ごみに関すること 

Q１ 事業系埋立ごみはどのようなものが想定されていますか？また、事業系だけではな

く家庭系からも埋立ごみが発生すると考えられますが、家庭系に埋立ごみの分類がな

いのはなぜでしょうか？ 

A１ ベッドマットレス等の破砕機にかけることのできない適正処理困難物を想定してい

ます。家庭系でそのようなものを排出する際は、粗大ごみの区分になります。 

 

（２）新たな収集運搬体制に関すること 

Q１ 可燃ごみを千歳市に持ち込むことになりますが、他の市の生ごみが北広島市に入っ

てきたり、その他の資源ごみを長沼や南幌に処理してもらったりするのでしょうか。 

A１ 広域化はあくまで焼却に関することだけなので、その他のごみはこれまで通りの処

理を行います。従って、他自治体のごみが搬入されることはありません。 

 

Q２ 週６日から週５日に変えることにより、エクセル三和の従業員に負担がかかること

はありませんか？ 

A２ １日に稼働する人数と車を増やすことに加え、１日に収集する品目を少なくするこ

とで負担を減らせるような設計を行う予定です。 

 

Q３ 土日にたくさん料理をする家庭が多いと思うので、月曜日を生ごみの日にすること

はできませんか？ 

A３ 収集地区が１つであれば可能ですが、複数の地区に分ける予定なので難しいです。 

 

Q４ ごみステーションの場所や数も見直していく予定ですか？ 

A４ １日に収集する品目が減ることから、既存のごみステーションで対応が可能である

と考えられるため、今のところ見直しを行う検討はしていません。 

 

Q５ 戸別収集をしている自治体としていない自治体の差は、予算的な部分の影響でしょ

うか？また、戸別収集にするとリサイクル率が上がるといった傾向はありませんか？ 

A５ 予算も関係しますが、収集員の人員等も影響してきます。戸別収集にした方が、リ

サイクル率が上がるという統計データはあります。 

 

Q６ グループ収集や庭先収集はこれからも継続されるのでしょうか。 

A６ 収集ルートが変更される可能性はありますが、収集されなくなる場所が出ることは

ありません。 



（３）焼却灰のセメント化に関すること 

Q１ 焼却灰が有害かどうか品質に限らずセメント化がなされるものなのでしょうか？ 

A１ 本格的なセメント化を行う前に、発生した焼却灰の品質が基準を満たしているか検

査を行います。 

 

（４）コンポスト・電動生ごみ処理機の購入助成に関すること 

Q１ コンポスト・電動生ごみ処理機の購入助成を拡大する予定はありますか？また、予

算額に対してどの程度助成を行っていますか？ 

A１ 拡大の検討はしていません。今年度は予算額いっぱい助成をしています。 

 

（５）ごみ処理経費に関すること 

Q１ 平成 29 年度の 1 日 1 人あたりごみ処理経費の全国平均が 15,500 円という数字がで

ておりましたが、北広島市は現在どの程度の金額がかかっているのでしょうか。 

A１ 平成 31年度は 12,457円でした。 

 

Q２ 焼却施設に関する経費の北広島市の負担割合は、どのように決まっているのでしょ

うか。 

A２ 道央廃棄物処理組合の規約によって定められており、施設の建設費は 50％が関係

市町割で、50％のうち北広島市は 4分の 1を負担します。もう 1つがごみ処理量割

で、50％のうち北広島市はだいたい 26％程度を負担します。維持管理費は関係市町

割合で、30％のうち 4分の 1を北広島市が負担し、ごみ処理量割 70％のうち北広

島市は実際のごみ処理量の実績値の割合による負担になります。 

 

Q３ 関係市町割４分の１はどのように算出されているのでしょうか。 

A３ 千歳市、北広島市、栗山町の３つと、南空知公衆衛生組合という長沼町・南幌町・

由仁町が合わさったものの４つで割っています。 

 

（６）その他  

Q１ 分別したプラスチックは結局助燃材として燃やされていると聞いたことがあるので

すが、北広島市のプラスチックはどのようにリサイクルされているのでしょうか。 

A１ 三笠の工場でマテリアルリサイクルされ、プラスチック製品になっています。 

 

Q２ 可燃ごみに変わったタイミングで手元にある普通ごみのごみ袋の扱いはどのように

なる予定ですか？半年間は可燃ごみの袋として代用していいなどの案はありますか？ 

A２ どのような扱いにするか検討しているところです。可燃ごみ用袋として代用するこ

とも 1つの案として検討しています。 



 

前回（第４回審議会）に出された意見 

（１）自己搬入の受け入れ基準に関すること 

・十分な分別がなされていないものを受け入れてしまっている状況を改善する必要がある

ので、受け入れ基準を厳格化するべき。 

 

（２）新たなごみ収集体制に関すること 

・可燃ごみと生ごみの収集日を分けることで混入を防止するように、びん・缶・ペットボ

トルとプラスチック製容器包装ごみの収集日を分けることで、ペットボトルの混入を防

ぐべき。 

 

（３）市民への周知に関すること 

・最終処分場の残容量について、周知するべき。その際に A４用紙等の身近な例を使い、

わかりやすく工夫するべき。 

・市民説明会はとても大切なので、令和５年から行う予定になっているが、もっと早い時

期から行うべき。 

・町内会等の市民コミュニティに参加していない人（若者等）は、新たな分別を学ぶ機会

がないため、そういった人たちに向けた周知を強化するべき。その手段としてアプリが

有効だと感じる。 

・日本は世界１ごみを燃やしている国であり、その要因は多くの自治体で生ごみを分別せ

ずに焼却していることである。北広島市は生ごみの分別という素晴らしい取組を行って

いることをもっと周知するべき。 

・もしアプリを作ることができたら、ごみステーションの看板やごみ袋に QR コードをの

せダウンロードにつなげるべき。 

・ごみや環境に関するキャラクターを作って周知の際に活用するべき。 

・ペットボトルをリサイクルして作られた衣類などが販売されているので、そういったも

のを優先して買うことの重要性を周知するべき。 

・市民への周知も重要だが、収集運搬業者への周知をまずは徹底するべき。 

・分別の徹底も大切だが、ごみを減らすリデュースにも力を入れて周知するべき。 


